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井上 会長 来賓 堀町長

令和5年5月22日(月)和束町商工会館研修室において、令和5年度和束町
商工会通常総会を開催しました。和束町長様他ご来賓の皆様方ご臨席の中、
井上勝司会長の開会挨拶で始まった総会は、竹谷保廣議長の進行により提
出議案（第1号議案から第4号議案 ）が原案通り承認可決されました。

01 令和5年度 中小企業知恵の経営ステップアップ補助金
詳細は次ページ参照 受付期間：令和5年6月1日(木)～令和5年6月15日(木)

02 小規模事業者持続化補助金(第13回)
公募受付締切：第13回 令和5年9月7日(木)【〆切日当日消印有効】

03
事業再構築補助金(第11回)

詳細は➡https://jigyou-saikouchiku.go.jp/
ＧビズＩＤプライムアカウントの取得はQRコードより、ご確認ください。詳細は➡https://gbiz-id.go.jp/top/

04 日本政策金融公庫 マル経融資金利改定 1.12％➡1.09％
（令和5年6月1日現在）

05 個別相談窓口開催
令和5年5月10日(水)～令和6年1月31日(水) 毎週水曜開催 10時～17時（2時間 1コマ 予約制）

06
各種補助金のご案内

ミラサポplus等HPにてご確認ください。他にも各種補助金情報はこちらからチェック
➡https://mirasapo-plus.go.jp/

07 源泉徴収（源泉所得税算定）セミナー
別紙案内書をご確認ください。 令和5年６月２６日(月)18時３０分～

和束町商工会通常総会
令和5年度

三役

会長 井上 勝司 副会長 井上 博一 副会長 上嶋 伯協

理事・監事

濟藤 正広 岡田 文利 竹谷 保廣 谷村 正己

西田 忠之 射場 信 和所 俊昌 木崎 裕太

中井 敏太 東 真寛 松石 一則 藤原 勝久

（新理事）岩﨑 慎也(青年部長) （新理事）山田 育子(女性部長) 堀 朗(監事) 岡田 裕貴(監事)

新着・重要なお知らせ新着・重要なお知らせ

●開催日時 令和5年5月22日(月) 午後2時～午後3時２０分
●出席者名 115名（内委任状出席者 81名）
●総会員数 193名



申請・相談・応募には
和束町商工会経営支援員にご相談ください

◆経営改善計画に遂行に向けた取り組み、商品の販売促進の取り組みなど

展示会出展、ブース造作費、新聞折込、チラシ作成、ホームページ作成、集客増加を目指す事務所等の修繕経費、備品等の購入経費

◆省エネルギー対策等のコストダウン対策に関する取り組みなど

作業効率を大幅に向上させる機器導入や省エネ効果のある機器等への更新など

◆その他、創業時に係る取り組み、事業趣旨に合致した取り組み等

項目 対象 補助率 補助上限

経営改善型
業務改善に繋がる工夫を凝らした事業など。
別途専門家派遣も可能

小規模企業 ３分の２ 200,000円

中小企業 ２分の１ 300,000円

中小企業を構成員とする
団体等

３分の２ 200,000円

商店街団体 ３分の２ 200,000円

起業支援型
雇用を伴う創業（創業5年目までを対象）第
二創業に関する取組など

創業予定者・中小企業 3分の２ 200,000円

対象事業者
和束町内に事業所等を有する中小企業等及び商店街団体（令和４年度、中小企業知恵の経
営ステップアップ事業を実施した企業は対象外）

事業実施期間
交付決定日～令和５年１２月１４日
（4/1から着手分可（事前着手届が必要）但し支払済みは不可）

要件 中小企業応援隊（経営支援員）の支援を受けること

募集期間 受付期間：令和5年6月1日(木)～令和5年6月15日(木)

審査会 申請頂いた後、審査会にて採択の適否がございます。

その他
補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間、毎年会計年度終了後に報告書を
知事に提出する必要があります。様々な用途で利用できるパソコン等の購入は対象外とな
る場合があります。

令和5年度中小企業知恵の経営

ステップアップ事業補助金



自然災害や伝染病等が発生した際、慌てず冷静に的確に対処できる災害に強い事業所であれば、
従業員の安心・安全、社会的信用も高まり、地域になくてはならない企業になります。
次の２つの計画を策定（相談無料）することで、自社を災害に強い企業にしましょう！

経済産業省が、中小企業・小規模事業者の方々が防災・減災に向けて取り組む計画を認定します。

計画の認定を受けた中小企業の皆様は、下記の優遇制度を受けることができます。

【申請方法】

申請者（商工会が申請支援します）⇔近畿経済産業局（認定に約４５日程度かかります）

■お客様と従業員の安全と雇用の維持、取引先との信頼関係と事業所の存続のため、
災害対策の計画づくりを支援します。

■損保会社のプロからアドバイスを受け、実際の災害を想定した計画を完成させます。
■BCPは、申請提出の必要はなく、自社で運用する為、大切に保管していただきます。

「事業継続力強化計画」認定制度 難易度★★

STEP

01

●日本政策金融公庫による低利融資（設備投資資金）

●信用保証枠の追加

●防災・減災設備への税制優遇
災害時に役立つ設備（自家発電設備、制震・免震ラック、止水板等）を導入した場合に特別償却（２０％）が可能

●補助金の優遇措置

●認定ロゴマークの使用

●本制度と連携する企業・団体の支援等

「事業継続計画」ＢＣＰ策定 難易度★★★★
STEP

02

お 客 様 や 従 業 員 の 安 全 取 引 先 と の 信 頼 関 係

事 業 所 の 存 続 従 業 員 の 雇 用 維 持

和束町商工会では、事業を継続していく上で必要な経営資源の管理方法やリスクマネ

ジメントの整理等、「事業継続力強化計画」と「事業継続計画 （BCP）」の策定を支援

します。

小規模事業者の自然災害等への事前の備え、事後のいち早い復旧を支援するため、

「中小企業強靱化法」が、令和元年７月16日に施行され、和束町商工会が和束町と共同

で小規模事業者の事業継続力強化を支援するための計画を京都府へ申請し、令和5年5月2

日付で認定されました。

『事業継続力強化支援計画』 京都府認定「事業継続力強化支援計画」は、別添参照

計画の策定希望は、商工会まで。



●専門支援員(中小企業診断士)による支援【5月10日▶1月31日毎週1回 9ヶ月間】

●中小企業知恵の経営ステップアップ事業を中心とする応援隊事業の推進
【会員へのステップアップ補助金 受付6月1日▶6月15日】

●各種補助金(事業再構築、小規模事業者持続化補助金等)伴走支援

●事業継続力強化計画申請支援、BCP(事業継続計画)策定支援

●JETROと連携した海外展開事業(和束茶等)の伴走支援
●需要動向調査(展示会を活用した調査、地域内への観光客へのアンケート調査）

●地域経済動向調査
(地域経済動向調査1回/年 景気動向調査(管内小規模事業者25件4回/年)

●事業計画策定セミナー、経営状況分析セミナー、DX推進セミナー
●経営分析支援(目標10件)
●事業計画策定支援事業者(目標5件)
●事業計画策定後支援事業者(目標6件)
●国内外見本市等への出展支援
●事業承継(親族内承継・従業員承継・第三者承継)に関する支援
●新規創業、経営革新の支援
●記帳指導員による継続記帳指導の実施

経営改善普及事業

・通常総会 5月16日

・中元大売出し

・歳末大売出し

・プレミアム商品券 660万円分

9月下旬販売

・2024年版カレンダー発刊

町内無料配布

商業部

・通常総会 4月27日

・「和束産宇治茶」海外展開

・和束茶プチマルシェ

(春)新茶フェア

4月29日-5月7日

(秋) 9月開催予定

・リーガロイヤルホテル京都

和束茶フェア

(春) 新茶フェア

呈茶のみ5月3日

(夏) 呈茶及び販売

8月19日-21日

茶業部

・通常総会 5月16日

・食品業者検便 6月21日

・食中毒予防啓発パレード

・手洗い講習会(料理教室)

食品衛生部

・通常総会 4月7日

・事業継続計画及びBCP勉強会

・SNS、YouTubeを活用した

販路開拓及びDX勉強会

・部員増強

青年部

・通常総会5月11日

・部員交流会

・部員増強

女性部
・記帳継続指導及び事務代行の推進

・源泉税年末調整の自主作成指導

講習会 6月26日、11月末開催予定

・所得税及び消費税確定申告支援

1月下旬-3月31日

税務対策

・労働保険、一人親方労災保険
加入促進

・会員及び従業員対象
定期健康診断 11月29-30日

労務対策

和束町商工会 年間事業計画

地域振興活性化事業

・茶源郷和束秋まつり
9月23日（秋分の日）
花火大会、屋台他

・リーガロイヤルホテルと
連携した和束茶のPR事業

地域総合振興事業

令和5年度
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